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高
齢
受
給
者
証
の
更
新

　

70
歳
〜
74
歳
ま
で
の
国
民
健
康
保

険
に
加
入
の
人
（
後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
証
を
持
っ
て
い
る
人
は
除

く
）
に
は
「
国
民
健
康
保
険
高
齢
受

給
者
証
」
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

　

８
月
１
日
以
降
有
効
の
高
齢
受
給

者
証
は
７
月
中
に
送
付
し
ま
す
。（
更

新
手
続
き
不
要
）

※
来
年
７
月
31
日
ま
で
に
75
歳
に
な

る
人
は
誕
生
日
の
前
日
ま
で
有
効

国
民
健
康
保
険

問
合
先　

国
保
年
金
課

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料
夜間納付相談

　保険料の納付および納付相談窓口を設
けていますので、利用してください。
日時　毎月第3木曜日（祝日除く）
　　　午後5時30分～8時
　　　※受付は午後7時30分まで
場所・問合先　国保年金課　

限
度
額
適
用
認
定
証

　

対
象
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
は

申
請
す
る
と「
限
度
額
適
用
認
定
証
」

（
住
民
税
非
課
税
の
国
保
世
帯
に
属

し
て
い
る
人
は
「
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
」）
が
交
付

さ
れ
ま
す
。（
た
だ
し
、
国
民
健
康

保
険
料
の
滞
納
が
あ
る
場
合
は
、
原

則
と
し
て
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。）
医
療
機
関
に
認
定
証
な
ど

を
提
示
す
る
と
一
医
療
機
関（
入
院
・

外
来
・
歯
科
は
そ
れ
ぞ
れ
別
計
算
）

で
の
一
月
の
自
己
負
担
が
限
度
額
ま

で
と
な
り
ま
す
。

　

現
在
交
付
し
て
い
る
認
定
証
の
有

国民健康保険　若年者基本健診

健診日 時間 定員

9月26日㈰

9:00～9:15

各10人
（先着順）

9:15～9:30
9:30～9:45
9:45～10:00
10:00～10:15
10:15～10:30
10:30～10:45
10:45～11:00
11:00～11:15
11:15～11:30

健診日 時間 定員

9月27日㈪

9:00～9:15

各10人
（先着順）

9:15～9:30
9:30～9:45
9:45～10:00
10:00～10:15
10:15～10:30
10:30～10:45
10:45～11:00
11:00～11:15
11:15～11:30
13:30～13:45
13:45～ 14:00
14:00～14:15
14:15～14:30
14:30～14:45
14:45～15:00
15:00～15:15
15:15～15:30
15:30～15:45
15:45～16:00

◀
さ
の
健
康
ナ
ビ

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド

場所　健診センター
対象　15歳以上40歳未満の泉佐野市国民健康保険加
入者
自己負担金　1,000円
申込　7月19日㈪～8月25日㈬（日曜日、祝日除く）
の午前8時30分～午後7時に電話（ 0120-188-489）
で。インターネット（https://izumisano-sanokenk
onavi.secure.force.com/「さの健康ナビ」で検索）
からも申込できます。　
※申込後の変更、キャンセルも上記申込先で受付とな
ります。子宮がん検診（頸部のみ・自己負担金800円・
各時間10人）も同時に受診可能です。
問合先　
●国保年金課
●健康推進課（一時保育〔事前予約制・先着順〕あり、
健診内容）
※詳しくは問い合わせてください。

効
期
限
が
７
月
31
日
㈯
で
す
。
８
月

以
降
も
必
要
な
場
合
は
、
新
た
に
申

請
が
必
要
で
す
。
更
新
の
申
請
は
７

月
１
日
㈭
以
降
に
受
け
付
け
ま
す
。

※
郵
送
に
よ
る
申
請
を
希
望
す
る
場

合
は
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

国
民
健
康
保
険
加
入
者
（
後
期
高
齢

者
医
療
被
保
険
者
証
の
対
象
者
除

く
）　

●
70
歳
未
満

●
70
歳
以
上
で
住
民
税
非
課
税
の
国

保
世
帯
に
属
し
て
い
る

●
70
歳
以
上
の
現
役
並
み
所
得
者
で

所
得
区
分
Ⅰ
（
課
税
所
得
１
４
５
万

円
以
上
３
８
０
万
円
未
満
）
ま
た
は

所
得
区
分
Ⅱ
（
課
税
所
得
３
８
０
万

円
以
上
６
９
０
万
円
未
満
）
に
該
当

す
る
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■
８
月
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
被
保

険
者
証
が
変
わ
り
ま
す

　

現
在
の
被
保
険
者
証
（
薄
緑
色
）

の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
㈯
で
す
。

新
し
い
被
保
険
者
証
（
桃
色
）
は
７

月
中
に
送
付
し
、
届
い
た
日
か
ら
使

用
で
き
ま
す
。

■
７
月
中
旬
に
保
険
料
額
決
定
通
知

書
・
納
付
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

納
付
方
法

●
特
別
徴
収
…
年
金
か
ら
の
天
引
き

●
普
通
徴
収
…
７
月
〜
翌
年
３
月
の

各
納
期
限
（
全
納
の
場
合
は
７
月
31

日
㈯
）
ま
で
に
納
付
書
ま
た
は
口
座

振
替

■
医
療
機
関
で
の
自
己
負
担
割
合

　

医
療
機
関
で
の
自
己
負
担
割
合
は

「
１
割
（
一
般
）」
ま
た
は
「
３
割
（
現

役
並
み
所
得
者
）」と
な
り
ま
す
。（
表

１
）

　

た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
「
現
役
並
み
所
得
者
」
は
申
請

す
る
と
申
請
の
翌
月
か
ら
「
一
般
」

（
１
割
負
担
）
に
な
り
ま
す
。

【
同
一
世
帯
内
で

被
保
険
者
が
１
人
の
場
合
】

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

問
合
先

●
大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
（
保
険
料
…
☎
06
・
４
７
９

０・
２
０
２
８
、
給
付
事
務
…
☎

06
・
４
７
９
０・
２
０
３
１
）

●
国
保
年
金
課

●
被
保
険
者
の
前
年
の
収
入
額
が

３
８
３
万
円
未
満 

●
被
保
険
者
の
前
年
の
収
入
額
が
３

８
３
万
円
以
上
で
、
被
保
険
者
本
人

お
よ
び
同
一
世
帯
に
属
す
る
70
〜
75

歳
の
人
の
前
年
の
収
入
合
計
額
が

５
２
０
万
円
未
満

【
同
一
世
帯
内
で

被
保
険
者
が
２
人
以
上
の
場
合
】

　

被
保
険
者
の
前
年
の
収
入
合
計
額

が
５
２
０
万
円
未
満

■
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
、
限
度
額
適
用
認
定
証
の
更

新
に
つ
い
て

　

後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
、
後
期
高

齢
者
医
療
限
度
額
適
用
認
定
証
は
医

療
機
関
等
の
窓
口
で
提
示
す
る
と
医

療
費
、
食
事
代
の
負
担
が
軽
減
さ
れ

る
も
の
で
、
減
額
証
は
住
民
税
非
課

税
世
帯
（
低
所
得
Ⅱ
、
Ⅰ
）
に
属
す

る
被
保
険
者
、
限
度
証
は
現
役
並
み

所
得
者
区
分
Ⅱ
、
Ⅰ
の
被
保
険
者
が

対
象
と
な
り
ま
す
。

　

現
在
、
交
付
さ
れ
て
い
る
減
額

証
、
限
度
証
の
有
効
期
間
は
７
月
31

日
㈯
ま
で
と
な
っ
て
お
り
、
引
き
続

き
８
月
１
日
㈰
か
ら
も
住
民
税
非
課

税
世
帯
、
現
役
並
み
所
得
者
区
分

Ⅱ
、
Ⅰ
に
属
す
る
被
保
険
者
に
は
新

し
い
減
額
証
、
限
度
証
を
７
月
下
旬

に
送
付
す
る
予
定
で
す
。

対　象 負担
割合

自己負担限度額（月額）

外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）

現役並み
所得者（＊1）

課税所得690万円以上

3割

252,600円＋（医療費－842,000円）×1％〔140,100円（＊2）〕

Ⅱ 課税所得380万円以上 167,400円＋（医療費－558,000円）×1％〔93,000円（＊2）〕

Ⅰ 課税所得145万円以上 80,100円＋（医療費－267,000円）×1％〔44,400円（＊2）〕

一　般

1割

18,000円（＊3） 57,600円〔44,400円（＊2）〕

低所得Ⅱ（住民税非課税世帯）
8,000円

24,600円

低所得Ⅰ（＊4） 15,000円

※入院時の食事代や差額ベッド代など保険診療外の費用は含みません。月の途中で75歳になる人は半額となります。
（＊1）同一世帯に課税所得額（地方税法上の各種控除後の所得）145万円以上の被保険者がいる人（ただし、所得などの
条件により、一般になる場合もあります）
（＊2）被保険者が高額療養費に該当した月から直近1年間に、世帯単位で3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降
の額（他の医療保険での支給回数は通算されません）
（＊3）年間上限額は144,000円
（＊4）住民税非課税世帯に属し、世帯員全員の各所得が0円（公的年金控除は80万円として計算）である人または、住民
税非課税世帯に属する老齢福祉年金を受給している被保険者

（表1）一部負担金の割合・自己負担限度額

広　
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広　

告
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国

民

年

金

問
合
先　

国
保
年
金
課

世帯の
課税状況 対象 標準負担額（1食あたり）

課税
現役並み所得者一般 460円
指定難病患者（＊5） 260円

非課税
低所得Ⅱ

（住民税非課税世帯）
210円 過去12ヵ月の入院日数が

90日以内
160円
（＊7）

過去12ヵ月の入院日数が
90日を超える（＊6）

低所得Ⅰ 100円

世帯の
課税状況 対象 食費

（1食あたり）
居住費

（1日あたり）

課税 現役並み所得者
一般 460円（＊8）

370円

非課税

低所得Ⅱ（住民税非課税世帯） 210円

　低所得Ⅰ 130円

老齢福祉年金受給者 100円 0円

境界層該当者（＊9） 100円 0円

（表3）入院時の食事代　※適用を受けるためには、窓口での手続きが必要

（表2）療養病床に入院時の食事・居住費

（＊5）平成28年3月31日現在、1年以上継続
して精神病棟に入院しており引き続き入院す
る人も対象になります。
（＊6）低所得Ⅱと認定された日から90日を超
えて入院していることが必要となります。適
用を受けるためには、市（区）町村担当窓口
での申請が必要です。
（＊7）負担額が160円となるのは、申請日の
翌月からとなります。

■
療
養
病
床
に
入
院
し
た
と
き

　

食
費
と
居
住
費
の
一
部
が
自
己
負

担
と
な
り
ま
す
。（
表
2
）

　

た
だ
し
、
指
定
難
病
患
者
は
（
表

３
）
の
「
入
院
時
の
食
事
代
」
の
み

の
負
担
と
な
り
ま
す
。
医
療
の
必
要

性
の
高
い
人
は
（
表
3
）
の
「
入
院

時
の
食
事
代
」
の
負
担
の
ほ
か
、
居

住
費
の
負
担
が
か
か
り
ま
す
。

（＊8）管理栄養士または
栄養士により栄養管理が行
われているなどの場合。そ
れ以外の場合は420円の自
己負担です。
（＊9）生活保護法（昭和
25年法律第144号）の規
定による生活保護を必要と
しない状態となる人

国
民
年
金
保
険
料

令
和
３
年
度 

申
請
免
除
・

納
付
猶
予
申
請
受
付

　

所
得
基
準
の
審
査
に
基
づ
き
承
認

さ
れ
る
と
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

が
「
全
額
免
除
（
猶
予
の
場
合
は
全

額
猶
予
）」、「
一
部
免
除
（
一
部
納

付
）」
さ
れ
ま
す
。
毎
年
申
請
が
必

要
で
す
が
、
前
回
申
請
の
際
に
翌
年

度
以
降
の
継
続
申
請
を
希
望
し
、
全

額
免
除
も
し
く
は
納
付
猶
予
の
承
認

を
受
け
た
人
は
不
要
で
す
。

■
対
象

対
象
期
間　

７
月
〜
来
年
６
月
分

※
過
去
２
年
間
に
免
除
し
忘
れ
て
い

る
期
間
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
期
間

に
つ
い
て
も
申
請
で
き
ま
す
。

所
得
審
査
対
象　

申
請
者
本
人
、
配

偶
者
、
世
帯
主
（
納
付
猶
予
の
場
合

は
本
人
、
配
偶
者
の
み
）

■
申
請
方
法

受
付　

７
月
１
日
㈭
以
降
に
、
市
役

所
１
階　

国
保
年
金
課
窓
口

必
要
な
も
の　

個
人
番
号
（
通
知
カ

ー
ド
の
場
合
は
本
人
確
認
書
類
も
必

要
）
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号
が
確
認

で
き
る
も
の

※
審
査
対
象
者
が
今
年
１
月
１
日
現

在
、
市
内
在
住
で
な
い
人
や
失
業
を

理
由
と
す
る
人
は
別
に
証
明
書
な
ど

が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。　

■
承
認
を
受
け
た
期
間
は
…

●
年
金
を
受
け
取
る
た
め
に
必
要
な

期
間
に
含
ま
れ
ま
す
。

●
障
害
基
礎
年
金
ま
た
は
遺
族
基
礎

年
金
の
納
付
要
件
に
も
対
応
し
ま

す
。

●
年
金
額
算
定
の
際
、
申
請
免
除
の

場
合
は
保
険
料
を
全
額
納
め
た
場
合

の
期
間
と
比
べ
、
次
の
表
の
計
算
に

な
り
ま
す
。
納
付
猶
予
の
場
合
は
年

金
額
の
計
算
に
含
み
ま
せ
ん
。

■
保
険
料
の
追
納

　

免
除
（
一
部
免
除
は
納
付
済
期

間
）・
納
付
猶
予
承
認
期
間
の
保
険

料
は
承
認
を
受
け
た
月
以
降
10
年
以

内
で
あ
れ
ば
追
納
（
さ
か
の
ぼ
っ
て

納
め
る
こ
と
）
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
承
認
を
受
け
た
期
間
の
翌

年
度
か
ら
起
算
し
て
３
年
度
目
以
降

に
保
険
料
を
追
納
す
る
場
合
は
、
承

認
を
受
け
た
当
時
の
保
険
料
額
に
経

年
金
ポ
ー
タ
ル
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
！

　

年
金
ポ
ー
タ
ル
は
、
年
金
に
関
す

る
情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
容

易
に
探
す
た
め
に
、
厚
生
労
働
省
が

作
成
し
た
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
で
す
。

　

こ
の
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
で
は
自
分

の
日
常
生
活
の
中
の
シ
ー
ン
に
合
わ

せ
た
テ
ー
マ
や
、
年
金
制
度
の
基
本

的
な
仕
組
み
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な

関
係
機
関
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
情

報
を
探
し
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

専
門
用
語
を
で
き
る
だ
け
使
用
せ

ず
、
図
や
イ
ラ
ス
ト
に
よ
る
解
説
で

シ
ン
プ
ル
に
説
明
し
て
お
り
、
年
金

に
つ
い
て
知
り
た
い
こ
と
が
す
ぐ
に

探
せ
る
「
入
口
」
と
し
て
ご
利
用
い

た
だ
け
ま
す
。

※
「
年
金
ポ
ー
タ
ル
」
の
ア
ド
レ

ス

…
（https://w

w
w
.m
hlw
.

go.jp/nenkinportal/

）

種類 年金額
　全額免除 1/2

一
部
免
除

4分の1納付
（一部納付額

4,150円）
5/8

2分の1納付
（一部納付額

8,310円）
3/4

4分の3納付
（一部納付額

12,460円）
7/8

過
期
間
に
応
じ
た
加
算
額
が
上
乗
せ

さ
れ
ま
す
。
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